
 フロン排出抑制法に関するお知らせ

第一種特定製品の管理者の皆様へ 平成２７年１月発行

業務用の冷凍空調機器をお持ちではありませんか？

　平成２７年４月１日に、業務用の冷凍空調機器で冷媒として使用されるフロン類を
規制するフロン排出抑制法が施行されます。業務用の冷凍空調機器を所有（管理）し
ている方は、『定期点検』などを実施することが新たに義務づけられます。

●業務用の冷凍空調機器はこんなところに設置されています。

■上記以外にもチラー、スクリュー冷凍機といった機器が該当します。
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　フロン類を使用した機器のうち、『第一種特定製品』にあたる業務用の冷凍空調機器
が法の対象となります。　　※点検記録簿の様式は国が公開する予定としています。

◇管理者には、点検記録以外にも『フロン類の漏えい量の報告※』等の義務があり
　ます。詳しくはホームページをご確認ください。
　　※算定漏えい量が、CO２換算で 1000ｔを超えた場合のみ）

　

　

●対象機器の確認方法
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環境部環境保全課大気係　TEL：０９２－６４３－３３６０
　　（フロン担当）　　　　FAX：０９２－６４３－３３５７
　　　　　　　　　　　　E-mail：taiki@fihes.pref.fukuoka.jp

法対象の機器かを確認し点検整備記録簿を作成しましょう。

第一種特定製品であれば点検を行い記録する必要があります。
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 パッケージエアコン（第一種特定製品）    

型式：ABCD0000ACD 

 

電源    ： 3Φ 200V 

圧縮機出力 ： 15kＷ 

冷媒    ： R410  9.0kg 

冷房能力  ： 45.0kＷ 

 

株式会社〇〇電器 
連絡先：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 

 
 

 

◇『第一種特定製品』『フロン回収・破壊法対象製品』
　といった表示がある機器は法の対象です。
　　注意！　平成１４年以前の機器にはこれらの表示がない場合があります。

　表示が見当たらない場合などはメーカーや設備業者にお問合せください。

◇第一種特定製品をお持ちでしたら、圧縮機の能力、フロン類の冷媒番号・充填量
　などを把握しておきましょう。

この値が 7.5ｋW 以上の
機器が有資格者による
点検の対象となります。

◇第一種特定製品の管理者は、フロン類の漏洩等を早期に発見するため点検を行う
　必要があります。

◇全ての機器は、３ヶ月に１度以上、自身で簡易定期点検をしましょう。
　詳しい点検内容は国が発行する「簡易点検の手引き」をご確認ください。点検業者に依頼することも可能です。

◇大型機器
※１

の管理者は、年１回以上※２、有資格者
※３

に定期点検を依頼しましょう。
　※１　圧縮機の出力が 7.5ｋW 以上の機器　
　※２　圧縮機の出力が 7.5ｋW 以上のエアコンは３年に１回以上
　※３　冷凍空調機器に関し十分な知見を有するもの
　　　　（冷媒フロン取扱技術者、高圧ガス保安責任者（冷凍機械）など）

　


